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警察官が業務上、トークアプリ等のＳＮＳを使って
連絡を取ることは絶対にありません！

警察官が逮捕状等の令状の画像をメールやトークアプリ等の
ＳＮＳで見せたり送ったりすることは絶対にありません！

警察官が業務上、ＡＴＭに誘導し操作をさせたり、
自宅に来てキャッシュカードや通帳等を預かることはありません！


